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第102号議案

東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例の制定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定により，令和2年5月26日東海第二発電所の再稼働の賛否を

問う県民投票条例制定の請求を受理したので，同条第３項の規定により，別紙のとおり意見を付して議会に付議する。

令和 2 年 6 月 8 日 提出

茨城県知事 大 井 川 和 彦

東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例

（目的）

第１条 この条例は，日本原子力発電株式会社東海第二発電所（以下「東海第二発電所」という。）の再稼働の知事の

判断において，県民の意思を的確に反映させることを目的とする。

（県民投票）

第２条 前条の目的を達成するため，東海第二発電所の再稼動の賛否を問う，県民による投票（以下「県民投票」と

いう。）を実施する。

（県民投票事務の執行）

第３条 県民投票に関する事務は，知事が執行するものとする。

（県民投票の期日）

第４条 県民投票の期日（以下「投票期日」という。）は，知事が再稼働の是非を判断するまでの期間において，知事

が定める。

２ 知事は，前項の規定により投票期日を定めたときは，選挙管理委員会に対して速やかに通知するものとする。

（県民投票の告示）

第５条 選挙管理委員会は，前条の規定による通知を受けたときは，投票期日の７日前までにこれを告示するものと

する。

（投票資格者）

第６条 県民投票において投票を行う資格を有する者（以下「投票資格者」という。）は，前条の規定による告示の日

の前日において，公職選挙法（昭和25年法律第100号）第９条の規定により，茨城県の議会の議員及び知事の選挙

権を有する者（同法第11条第１項若しくは第252条又は政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第28条の規定によ

り選挙権を有しないものを除く。）とする。

（投票資格者名簿）

第７条 知事は，投票資格者名簿を調製するものとする。

（一人一票・秘密投票）

第８条 県民投票は，秘密投票とし，一人一票とする。

（投票期日・自書投票の原則）

第９条 投票資格者は，自ら投票期日に規則で定める県民投票を行う場所（以下「投票所」という。）に行き，投票資

格者名簿又はその抄本の対照を経て，投票するものとする。
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（期日前投票・不在者投票）

第10条 前条の規定にかかわらず，投票期日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は，第５条に定める県民

投票の告示後，規則で定めるところにより，期日前投票又は不在者投票を行なうことができる。

（投票の方式）

第11条 投票資格者は，東海第二発電所の再稼働に賛成するときは投票用紙の賛成欄に，反対するときは投票用紙の

反対欄に，自ら○の記号を記載して投票箱に入れるものとする。

（代理投票・点字投票）

第12条 前条の規定にかかわらず，身体の故障その他の事由により，自ら投票用紙に○の記号を記載することができ

ない投票資格者は，規則で定めるところにより，代理投票又は点字投票をすることができる。

（投票の効力の決定）

第13条 投票の効力の決定に当たっては，次条の規定の趣旨に反しない限りにおいて，投票した投票資格者の意思が

客観的に明らかであれば，その投票を有効とするものとする。

（無効投票）

第14条 次の各号のいずれかに該当する投票は，無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの

(5) 何も記載していないもの

（情報の周知・提供）

第15条 知事は，投票期日，投票所，投票方法その他県民が投票を行うに際して必要な情報を十分に周知するものと

する。

２ 知事は，県民が賛否を判断するために必要な情報提供を行うものとする。

３ 前項の情報提供は，賛成及び反対の意見を公平に扱うものとする。

（投票運動及びその規制）

第16条 県民投票に関する投票運動は，自由とする。ただし，県民の自由な意思を不当に拘束しないように節度をも

って行わなければならない。

（投票結果の告示）

第17条 選挙管理委員会は，開票を行い投票結果が確定したときは，直ちにこれを告示するとともに，当該告示の内

容を知事及び県議会議長に報告するものとする。

（投票結果の尊重）

第18条 県民投票において，有効投票総数の過半数の結果が，投票資格者総数の４分の１以上に達したときは，知事

及び県議会は投票結果を尊重するものとする。

２ 前項の場合において，知事は，日本原子力発電株式会社，国及び関係機関と協議して，東海第二発電所の再稼働

の是非に関して，投票結果に示された県民の意思が正しく反映されるように努めるものとする。

（事務処理の特例）

第19条 第３条に規定する知事の事務のうち，投票資格者名簿の調製，投票及び開票の実施その他の規則で定めるも

のは，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の２の規定により，市町村が処理することとする。
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（規則への委任）

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

２ 前項の規則は，本条例施行の日から，30日以内に制定するものとする。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。
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（別紙）

東海第二発電所の再稼働の賛否を問う県民投票条例案に対する意見書

本請求に係る条例案（以下「条例案」という。）を検討した結果，以下のとおり意見を付けるものである。

１ 東海第二発電所の稼働の是非に関する県民意見の聴取方法について

東海第二発電所は，平成 30 年 11 月に，原子力規制委員会による本体施設等に係る新規制基準適合性審査

等が終了し，現在は，特定重大事故等対処施設に係る審査が進められている。

この新規制基準について原子力規制委員会は，福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえて強化してい

るが，どのような異常事態が生じても放射性物質が環境に放出されることは絶対にないといった安全性を要

求しているものではないとしている。

本体施設等の審査終了後に，県が主催した原子力規制庁による新規制基準適合性審査等の結果に係る住民

説明会や，安全対策に係る意見募集においては，県民から，安全性に対する懸念の声が，数多く寄せられた

ところである。

このため，県では，原子力安全対策委員会東海第二発電所安全性検討ワーキングチームにおいて，県民意

見も踏まえて安全性の検証を行い，安全対策により，どのような事故・災害にどの程度まで対応できるよう

になるのかを県民に示すこととしている。

一方，国の防災基本計画において，東海第二発電所から約 30 キロメートル圏内の 14 市町村は，万が一の

事故・災害に備えて，広域避難計画を策定することが義務付けられているが，これまでに策定した県と５市

町においては，「避難に際し支援が必要な在宅の方への支援体制」，「避難に必要なバスや福祉車両の確保」な

どの課題を計画に明記しており，また，市町村による避難計画の説明会等においては，住民から，「放射性物

質の放出までに避難が可能なのか」，「屋内退避中の被ばくの影響が心配である」など，避難計画の実効性を

懸念する意見が寄せられているところである。

このため，県では，国，市町村及び関係機関とともに，解決を図るべき諸課題を共有・認識したうえで，

内閣府が設置している東海第二地域原子力防災協議会作業部会等において，実効性ある避難計画の策定に取

り組むとともに，国からは，避難計画の策定に当たり想定すべき事故・災害が具体的に示されていないこと

から，県としては，最悪の事態も念頭に事故・災害を想定のうえ，事故の進展や放射性物質放出後の拡散等

に関するシミュレーションを実施するなどして，「放射性物質の放出までに避難等が円滑に実施可能である

か」，「屋内退避によって十分に被ばく線量の低減が図られるか」，「屋内退避中の電気・水道等のライフライ

ンが確保できるか」などといった観点から，避難計画を検証し，その結果を県民に示すこととしている。

県としては，東海第二発電所の再稼働の是非については，まずは，安全性の検証と実効性ある避難計画の

策定に取り組み，県民に情報提供したうえで，県民や，避難計画を策定する市町村，並びに県議会の意見を

伺いながら判断していくこととしているが，その意見を聴く方法については，本条例案の県民投票を含め様

々な方法があることから，慎重に検討していく必要があると考えている。

２ 執行上の課題について

県民投票を執行するに当たり，本条例案には，以下の課題がある。

条例案第 17 条において，開票は選挙管理委員会の事務とされているところ，条例案第 19 条においては，

開票が知事の事務とされており，開票事務の主体が不明確である。

仮に，条例案第 17 条のとおり，開票を選挙管理委員会の事務とする場合，地方自治法第 252 条の 17 の２

第１項の規定は，知事の権限に属する事務を市町村が処理することとすることができる規定であるため，選

挙管理委員会の事務を市町村が処理することとすることはできないことから，選挙管理委員会が県内すべて

の開票事務を担うこととなり，実務上困難である。

その他，法制執務上不適切な表現，規定すべき内容の不足，定義されていない文言等がある。

令和 2年 6月 8日

茨城県知事 大 井 川 和 彦


